
制定日:2025 年 12 月 8日  

旅行業務取扱料金表 

 株式会社 TOKIUM 

 

海外旅行・国内旅行 

手配旅行に係る取扱料金 

内  容 料  金 

手配料金 運送機関と宿泊機関等の予約・手配 

個別契約による 

変更手続料金 

運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 

運送機関の予約・手配の変更 

宿泊機関の予約・手配の変更 

取消手続料金 

運送機関と宿泊機関等の手配が複合した場合 

運送機関の手配の取消し（未使用乗車船券の精

算手続がある場合はそれを含む。） 

宿泊機関の手配の取消し（未使用宿泊券の精算

手続がある場合はそれを含む。） 

（注） 

1. お客様の希望により、変更又は取消しを行う場合は、運送機関、宿泊機関等の定める

取消料のほか、上記の変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。 

2. 個別契約とは、当社が提供するサービスである「AI 出張手配」（AI の技術を用いて運

送・宿泊機関の提案および予約・決済の取次を行うサービスをいいます。）利用を申

し込んだ法人および当社間の契約をいいます。以下、本表において同じ。 

 

相談料金 

内  容 料  金 

お客様の依頼による出張相談 個別契約による 

 

 

 


